
港湾・海岸に関する提言・要望 
 

 国民生活・産業活動を支える重要な社会資本である港湾・海岸保全等の

整備促進を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられ

たい。 

 

１．港湾整備事業及び海岸整備事業の促進を図るため、必要な予算を確

保すること。 

 

２．地震、津波、高潮及び台風等の自然災害から国民の財産・生命を守

り、迅速な災害復旧等を可能にするため、ハード・ソフト一体となった

港湾・海岸における総合的な防災・減災対策を強化・促進すること。 

 また、大規模災害発生時において、国を含めた港間連携協働体制の早

期確立を図ること。 

 

３．我が国経済の活性化を図り、民需・雇用の創出に資するため、国際

流通港湾及び地方港湾の物流機能の強化を図り、総合的な物流基盤施設

及び幹線臨港道路の整備の推進を図ること。 

 

４．効率的な国内物流体系を構築するため、安全かつ大量輸送を可能と

する海上輸送を中心とした物流へのモーダルシフトを促進すること。 

 

５．地域の活性化に資するため、港湾・海辺の資産を活用した交流空間

の整備・充実等を推進し、「みなとまち」の振興施策の推進・拡充を図

ること。 

  

６．侵食が進んでいる海岸について、浸食対策への技術的支援を講じる

とともに、離岸堤の整備など海岸浸食対策事業に対し財政措置の充実を

図ること。 

 

７．海面処分場を確保するため、廃棄物埋立護岸の整備を促進すること。 

 



８．老朽化した港湾施設の有効活用を図るため、維持補修に対する財政

措置の充実を図ること。 

 

９．港湾の保安対策を推進するため、財政措置の拡充を図ること。 

 

10. 漂着・漂流ごみ対策について 

（１）新たに制定された海岸漂着物処理推進法に基づく「海岸漂着物対

策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」を早急に策

定するとともに、海岸漂着物に係る関係法令の整備を行うこと。  
（２）市町村が漂着・漂流ごみの適正処理に要した経費に対し十分な財

政措置を講じるとともに、一斉清掃活動等の啓発・普及に努めるこ

と。 

（３）諸外国による海洋不法投棄を防止するため、日本海沿岸諸国と不

法投棄防止対策や適正処理について協議を行うこと。 

（４）漂流ごみの海上回収を行う専用船舶の配備を充実し、漂流ごみの

漂着前回収に積極的に取り組むこと。  


